
   

［開会］ 
○加納調整官 定刻前ですけれども、きょう御出席の予定の方々が皆さんおそろい
ですので、ただいまから、指定野菜需給見通し検討会議を開催いたします。 
 会議の開催に当たりまして、農林水産省大臣官房坂野審議官より御挨拶申し上げ
ます。 
 
［あいさつ］ 
○坂野審議官 定刻前でございますが、皆さんおそろいですので、会議を始めさせ
ていただきます。 
 きょうは、お忙しい中、御出席いただきありがとうございます。 
 また、本検討会の委員の皆様におかれましては、日ごろから野菜行政全般にわた
りましていろいろと御支援、御指導、御協力を賜りまして、この場をおかりしまし
て厚く御礼を申し上げたいと思います。 
 野菜行政は、一昨年のセーフガードの暫定措置の発動がありまして、その際に、
単に流通問題だけではなく国内の生産から流通、輸入、いろいろな問題が議論され
たところであります。 そういった上で、国内の野菜の産地づくりとか、そういう
野菜の構造対策をやっていくことがやはり基本ではないかということになったわけ
でございます。 
 昨年は、野菜の構造改革対策が本格的に開始された年でありまして、中でも野菜
の制度の根幹をなしております野菜生産出荷安定法が四半世紀ぶりに改正されまし
て、従来、対象となっていなかった契約野菜の安定供給制度というものを創設する
など、制度の拡充が行われたところであります。 
 今回の野菜生産出荷安定法の改正の一環として、指定野菜について、本日お集ま
りいただきました学識経験者の皆様方の御意見を聴いて、全国的な需給の見通しを
たてまして、この見通しに即して的確な野菜の生産地の指定とか、計画的な産地育
成を図るというふうになったわけでございます。そういった意味で、指定野菜の需
要だとか供給といった意味での先生方の御意見を伺うということでございます。 
 さて、最近の農林水産行政といいますのは、非常に安全・安心ということが前面
に出まして、一昨年秋のＢＳＥ、それから最近では表示の問題、それから昨年の夏
ぐらいから輸入野菜の話、特に冷凍ほうれんそうとか、そういうことが非常に問題
になりまして、昨年の夏ぐらいから、今度は無登録農薬ということで、安全・安心
ということが最大のテーマでございまして、それに向けて役所の中も組織を改める
といったような組織の再編もするし、今回は、食品安全基本法という法律を制定
し、それに見合って制度の見直しを、野菜との直接の関係では肥料とか農薬の法律
だとか、そういった点も安全・安心という消費者の視点からきちっと見直そうとい
うことで、現在、作業を進めているところであります。 
 このような中で、おいしい野菜を安全・安心な面にも配慮して供給するという意
味で、先ほど言いました構造改革といいますか、その推進が大変重要と考えており
ます。 
 本日は、そういった意味で、指定野菜の需要と供給の見通しというのは、生産出
荷を安定的に行う際に大変重要な意味を持つものでございまして、忌憚のない御意
見をいただければと思います。 
 また、こういう場ですので、野菜の生産、流通、消費という直接関係することの
ほかに、野菜をめぐる周辺の課題といいますか、御意見なりいろいろな話があると
思いますけれども、それも出していただければ野菜行政を進める上で参考になるも
のと思いますので、忌憚のない御意見をいただければありがたいと思います。 
 本日はどうもありがとうございます。 
 
［出席者紹介等］ 
○加納調整官 どうもありがとうございました。 
 それでは、本日の出席者の方々を御紹介させていただきます。 
 まず、私の右の方の方から御紹介させていただきます。 
 最初に、食と生活ジャーナリスト、石川委員でございます。 
○石川委員 石川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○加納調整官 次に、カゴメ株式会社常務取締役、石黒委員でございます。 
○石黒委員 石黒でございます。よろしくお願いします。 
○加納調整官 消費科学連合会会長、大木委員です。 



○大木委員 大木でございます。よろしく。 
○加納調整官 東京青果株式会社取締役、川口委員です。 
○川口委員 川口でございます。 
○加納調整官 野菜供給安定基金理事長、黒木委員です。 
○黒木委員 よろしくお願いします。 
○加納調整官 東京農業大学教授の藤島委員です。 
○藤島委員 藤島でございます。よろしくお願いします。 
○加納調整官 伊藤忠商事株式会社執行役員の松井委員です。 
○松井委員 松井でございます。よろしくお願いします。 
○加納調整官 女子栄養大学教授の吉田委員です。 
○吉田委員 吉田でございます。よろしくお願いします。 
○加納調整官 なお、委員として全国農業協同組合連合会常務理事の宮下委員にお
願いしておったわけですけれども、本日御都合で欠席でございます。 
 引き続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 
 一番左側におられます、生産局野菜課の三浦課長でございます。 
○三浦課長 三浦でございます。よろしくお願いいたします。 
○加納調整官 ただいま、御挨拶いただきました坂野審議官でございます。 
○坂野審議官 坂野でございます。よろしくお願いします。 
○加納調整官 私、本日、この会議の司会をさせていただきます、野菜課の野菜需
給調整官の加納です。よろしくお願いいたします。 
 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 
 まず、資料１としまして、指定野菜需給見通し検討会議開催要領。 
 資料２としまして、指定野菜需給見通し検討会議委員名簿。 
 資料３としまして、野菜をめぐる情勢、右閉じになっています。 
 それから、資料４としまして、野菜の構造改革対策の推進（平成15年度予算概算
決定の概要）です。 
 資料５としまして、平成19年度の指定野菜の需要及び供給の見通しについて
（案）でございます。 
 配布しております資料は以上ですけれども、ご確認をお願いしたいと思います。
 よろしいでしょうか。 
 それでは、次に、本検討会議に当たりまして、資料１の指定野菜需給見通し検討
会議開催要領を読み上げさせていただきます。 
 指定野菜需給見通し検討会議開催要領。 
 平成15年１月28日、農林水産省。 
 第１、趣旨。 
 野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）第３条第１項の規定に基づき、指
定野菜の需要及び供給の見通しをたてるに当たり、同条第３項の規定により学識経
験を有する者の意見を聴くため、指定野菜需給見通し検討会議（以下「会議」とい
う。）を開催する。 
 第２、委員。 
 会議の委員は、野菜の生産、流通、加工、消費等に関する学識経験を有する者の
うちから選任する。 
 第３、座長。 
 １、会議に座長を置く。 
 ２、座長は、委員の互選によって選任する。 
 ３、座長は、会議を統括する。 
 第４、運営。 
 １、会議の運営については、次のとおりとする。 
 （１）会議は公開とする。 
 （２）議事要旨等は、原則として公開するものとする。 
 ２、座長は、上記により難い場合が生じたときには、委員の了解を得て、その取
扱いを決定するものとする。 
 第５、その他 
 会議の庶務は、生産局野菜課において行う。 
 以上が開催要領でございます。 
 
［座長選任］  
 ただいま御説明しました検討会議開催要領の第３に規定されております、座長の



選任でありますが、いかがいたしましょうか。 
○吉田委員 野菜に関して、広い視点から研究を続けていらっしゃる東京農業大学
の藤島先生を推薦させていただきたいのですけれども。 
○加納調整官 ただいま、藤島委員にお願いしてはという御提案がございました
が、いかがでしょうか。 
        （「異議なし」の声あり） 
 それでは、藤島委員にこの会の座長をお願いしたいと存じます。藤島先生には座
長席への移動をお願いいたします。 
 これよりの会議の進行は座長の藤島委員にお願いしたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。 
○藤島座長 御指名いただきましたので、この会の座長を務めさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。 
 早速ですが、事務局から資料に基づいて御説明をお願いいたします。 
 まず、資料３及び資料４について、一括して御説明をお願いいたします。 
 
［資料説明］ 
○三浦課長 それでは、私の方から説明させていただきます。 
 まず、資料３でございますけれども、野菜をめぐる情勢でございます。 
 １ページを見ていただきますと、まず、野菜の生産動向でございます。 
 野菜の総産出額でございますが、左にございますように、近年は総産出額の約４
分の１程度で推移をしておりまして、平成13年では約２兆円となっております。右
の表の平成13年の欄を見ていただきますと２兆 492億円、23.1％。これはほぼ、
米、畜産と並ぶような水準にあるということでございます。 
 それから、（２）の野菜の作付面積、生産量でございますが、野菜の作付面積は
近年減少傾向にございまして、右の表にありますように、平成13年では約48万ヘク
タール。また、国内生産量も近年減少傾向にございまして、平成13年は 1,356万ト
ンとなっております。 
 ２ページでございますが、野菜の価格動向でございます。 
 平成14年の価格、右側にグラフがございまして、黒い実線のグラフが平成14年で
ございます。太い点線が平年でございます。細い実線が平成13年でございまして、
一番左側にぽつと１つちょっと星のように、平年のやや上のところに出ております
が、これは平成15年でございます。まだ１月のデータしかございませんのでこうい
う形になっております。平成14年の価格は、このグラフからもごらんいただけます
ように、１月から４月ぐらいまで平年を下回る水準で推移しておりましたが、５月
から８月にかけまして、総じて平年並みの水準となりました。９月から10月は出回
り量がやや増加したことなどから、平年を下回って推移いたしました。その後、11
月に入りましてから、10月末からの全国的な冷え込み等の影響で生育が停滞したと
いうこともありまして、平年を上回る価格で推移しております。11月、12月と平年
を上回っておりまして、平成15年に入りましても、同様に引き続いている冷え込み
の影響等から一部の露地野菜の生育が停滞いたしましたため、平年をやや上回る価
格で推移をしているという状況でございます。 
 ３ページをごらんいただきたいと思います。野菜の輸入動向でございます。 
 野菜の輸入量につきましては、近年増加傾向にあったわけでございますけれど
も、平成14年で見ますと、平成14年の生鮮野菜の輸入量は右側の表の生鮮野菜の
欄、一番下をごらんいただきますと、約78万トンとなっておりまして、対前年比で
80％ということでございます。 
 また、野菜の加工品も含めた全体で見ますと、一番右の欄、合計の一番下のとこ
ろでございますが約 206万トンとなっておりまして、対前年比で87％と、前年に比
べて減少しているということでございます。 
 また、中国からの野菜の輸入を見てみますと、その下の表の欄でございますが、
生鮮野菜の輸入量の中国という欄にございますように、過去５年間で 4.2倍と増加
したわけですが、平成14年につきましては、対前年比で82％となっているところで
ございます。 
 それから、次に４ページ、野菜の消費動向でございます。 
 野菜の消費量につきましては、近年、減少傾向にございまして、昭和60年には１
人１年当たり 111キログラムであったものが15年間で約１割減少し、平成12年では
１人１年当たり 102キログラム程度となっております。右のグラフで見ていただき
ますと、比較のために米国の数字も入れておりますが、米国とちょうど逆転するよ



うな形で米国は消費が増加し、我が国では消費が減少するという傾向にあるわけで
ございます。 
 この野菜の消費量の現状を世代別に見たものが次のくだりでございまして、右に
見ていただきますと、点線が成人１人当たり摂取目標１日 350グラムという厚生労
働省の「健康日本21」で示されている目標でございますが、それに近いのが60歳代
でございまして、それでも若干下回っている。そのほかの世代につきましては、そ
れ以上に下回っているという状況にございます。特に、若年層ほど摂取不足傾向が
あるということが見られるわけでございます。 
 こういった状況を踏まえまして、野菜の消費拡大に向けていろいろ取組が行われ
ております。私どもも野菜等健康食生活協議会という協議会を立ち上げまして、医
学、栄養学、教育等の関係者の御協力をいただきながら、民間団体とも連携をいた
しまして取組を進めております。特に、野菜摂取によるがんですとか生活習慣病の
予防の効果、あるいはそのほかの健康への影響等につきまして、各種のメディア、
店頭、教育現場等を通じた幅広い啓発活動を推進しているところでございます。 
 次に、５ページでございます。野菜の構造改革対策でございますが、冒頭、坂野
審議官の挨拶の中にもございましたように、一昨年のねぎ等３品目についての一般
セーフガード暫定措置の発動等を契機といたしまして、現在、野菜の構造改革対策
という取組が進められております。 
 これは、将来にわたって国内の野菜産地の供給量を確保していくという観点に立
ちまして、国際競争に対応して消費者や実需者に選好されるような品質、価格の国
産野菜を供給できるように、生産、流通両面にわたって改革を進めるという取組で
ございます。 
 中身といたしましては、下にありますように、低コスト化、契約取引の推進、高
付加価値化という国が示した３つのタイプの戦略モデルがあるわけですが、それを
参考にして、各産地で産地の実情に応じて取組を進めるという産地改革ということ
を進めております。国もそれを支援するということで取り組んでおりまして、右の
表にございますように、低コスト化を進める、あるいは実需者のニーズにこたえる
定量、定価、定時、定質による取引を継続して行えるような契約取引の推進、ある
いは地域の特産品種ですとか、有機栽培野菜といった高付加価値な野菜の生産を行
って供給していくという高付加価値タイプといったものを示しておりまして、これ
に即した産地改革が進められているところでございます。 
 また、セーフティネットとしての機能を有する野菜価格安定制度につきまして、
野菜生産出荷安定法を改正して契約取引を制度の対象とするといった拡充を、昨年
６月施行の法律で行ったところでございます。 
 ６ページ以下は、野菜価格安定制度の概要でございますが、これは制度の概要で
ございますので大まかなところを申し上げます。 
 本日の指定野菜の需要及び供給の見通しとも関係するところでございますが、６
ページの左側の野菜のところに指定野菜が掲げてございます。消費量が相対的に多
く、あるいは多くなることが見込まれる野菜で主要な野菜と位置付けられるもの
で、14品目、30種別ございますが、これらにつきまして、本日の議題でもございま
す需要と供給の見通しをたてて、それに即するようにこの２番目の欄にあります野
菜指定産地を指定するということになっているわけでございます。野菜指定産地は
その下にございますように、それぞれの指定野菜の集団産地として形成することが
必要と認められる、そういう産地でございます。 
 この産地から出荷される野菜につきまして、従来、上の右側の欄にありますよう
に、卸売市場に出荷される野菜が価格の著しい低落があった場合に、価格差を補て
んする生産者補給金等の交付が行われるという制度になっておりました。指定野菜
価格安定制度でございます。これを引き続き講じながら、下の欄でございますが、
実需者との契約取引によって出荷される野菜についても、一定の場合に生産者補給
金等が交付されるという契約野菜安定供給制度という制度を法改正により設けたと
いうことでございます。 
 ７ページ以下は、個々の制度の仕組みでございますが、本日の会議の趣旨にかん
がみまして、詳しい説明は省略をさせていただきます。 
 次に、資料４でございます。野菜の構造改革対策の推進（平成15年度予算概算決
定の概要）という資料でございます。 
 これは先般、概算決定が行われ、今国会に提出されております平成15年度予算に
おける野菜の関係予算の概要をまとめたものでございます。 
 基本的な考え方は、安全・安心な国産野菜の供給体制を強化するといった野菜の



構造改革対策を一層推進いたしますとともに、セーフティネットとしての野菜価格
安定制度の適切な運営を引き続き推進していくというものでございます。 
 「１．構造改革対策」となっておりますけれども、これは先ほど申しました低コ
スト化、高付加価値化、契約取引の推進といった取組をより一層進めるという観点
に立って、対策を講じていくものでございます。 
 特に、15年度につきましては、安全・安心な国産野菜の供給体制の強化というこ
とを念頭に置いた対策となっております。 
 １つ目は、輸入急増農産物対応特別対策という対策でございまして、これは、ね
ぎ、それからトマト、ピーマン等の、輸入の状況を私どもが監視をしている品目が
ございます。それらを対象として低コスト化、高付加価値化等々の取組を推進する
ための支援措置を講ずるというものでございまして、例えば、低コスト耐候性ハウ
スと書いてありますが、低コストで台風にも耐えられるようなハウス、それから通
い容器、これは段ボール等で流通するのではなくて、プラスチック性の通い容器、
「コンテナ」と称しておりますが、それによって流通することによる低コスト化と
いった取組、そのほか遠隔産地や都市近郊産地の特色を生かした産地の強化につい
ての取組等を推進するものでございます。 
 それから、２つ目の生産振興総合対策事業（野菜）と書いてございます。これ
は、ねぎや監視品目といった品目限定なしに、やはり低コスト化、高付加価値化、
契約取引の推進等の取組を支援する対策を推進するものでございますけれども、こ
こでは特に、生産者自らが加工や販売に参入する際の施設整備、あるいは機械化一
貫体系の導入、低コスト耐候性ハウスの整備の推進、そのほか、先ほど申しました
安全・安心というような観点で高度な衛生管理技術の導入等の推進といったことを
重点的に推進することとしております。 
 また、野菜の価格安定制度につきましては、先ほど申しましたような制度改正で
できた新しい制度の普及浸透等を中心に、引き続き制度の適切な運営を推進するこ
ととしております。 
 ２ページ目以降は、今申し上げましたものについてそれぞれの１枚ずつ整理をし
たものでございますので、説明は省略させていただきます。 
 また、４ページ目には、そのほか野菜関連予算措置の一覧表がついてございます
けれども、これにつきましてもお目を通しいただければと思います。 
 資料３、４につきましての説明は以上でございます。 
 
［質問・意見等］ 
○藤島座長 どうもありがとうございました。 
 ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ございましたらよろしくお願いい
たします。 
○石川委員 野菜の自給率の低下についてお尋ねしたいのですが、１ページ目の作
付面積、生産量は、平成３年から平成13年までの10年間で随分下がってしまってい
ますね。 
 特に、自給率を高めようという10年間の運動そのものは11年からでしたか、12年
からでしたか、始まっていますね。始まっている年から１年間で、もうこんなに下
がっているのかというあたり、ちょっとびっくりして数字を見ているのですが、そ
の辺の自給率を高めようということが、実際にはどのように機能しつつあるのでし
ょうか。 
○三浦課長 これから御説明いたします資料５における需要と供給の見通しのとこ
ろにも関連してまいりますが、野菜の自給率は、野菜全体でございますが、現在の
ところ、13年度の概算で82％という水準になってございます。12年度も82％という
ことでございました。 
 平成12年３月に食料・農業・農村基本計画というものを閣議決定で策定いたしま
した。そこで、食料全体につきまして、自給率目標というのを定めまして、その中
に野菜の自給率目標というのが書かれております。平成22年度の目標でございます
けれども、それを基本的な課題として、私どもは、その基本計画の目標の達成を目
指して取組を推進するということでございますし、また、その際、基本計画にも書
かれておりますけれども、自給率を向上させるためには、消費の面、それから生産
の面、あるいは流通の面で、いろいろ解決していかなければならない課題があると
いうことでございます。 
 例えば、生産流通面で言いますと、低コスト化ですとか、あるいは消費者や実需
者に選好される食味や加工適性に優れた品種の導入とか、そういったことが基本計



画には書かれております。 
 私どもは、そういう考え方に即しまして自給率を向上させるために諸対策を講じ
てきていたということでございますが、そういう中で、先ほど申しましたように、
セーフガード暫定措置の発動ということが契機となって、野菜の構造改革対策とい
うことに取り組むということになったわけでございます。 
 その野菜の構造改革対策の中身は、この資料にもございますような低コスト化、
高付加価値化、契約取引の推進といったことでございまして、こういった取組を推
進することが自給率の向上にもつながっていくというふうに考えられるところでご
ざいます。基本的な考え方として、そのような取組を進めていくこととしておりま
す。 
○藤島座長 ほかに御質問等いかかでしょうか。 
○吉田委員 ちょっと２点よろしいですか。 
 少し外れるかもわかりませんが、指定野菜というのは、別の機関でお決めになる
んだと思いますけれども、ブロッコリーのように今非常に消費量が伸びている、そ
ういう野菜は指定野菜に入るというようなことは、考えられているのでしょうか。
○三浦課長 指定野菜の対象につきましては、消費量が相対的に多い、あるいはそ
れが見込まれるといったことを勘案して政令で定めております。 
 それで、今のところの動きからいたしますと、ブロッコリーは先生がおっしゃっ
たような重要性を持っておりますし、需要も高まっていくのではないかと思われま
すけれども、量的に言いまして、ここに並んでおります指定野菜の水準にはまだな
かなかいかないのではないかということでございます。 
 この品目につきましては、政令指定されておりますけれども、消費等の動向もよ
く踏まえまして、今後とも必要に応じて見直しの検討をしていくという基本的な考
え方でございます。 
○吉田委員 今、とても関心の持たれている野菜でもありますし、国としても是非
力を入れて生産してほしいなと、利用する立場からは感じます。 
 それから、もう１点ですが、２ページの指定野菜の卸売価格の推移ですけれど
も、これは単純に価格が安い時期というのは、消費者にとっては買いやすい時期と
考えてよろしいのですか。○三浦課長 この価格は、東京中央卸売市場における価
格の平均値をグラフ化したものでございますので、卸売市場でこの価格で取引され
ていれば、小売り段階においてもそれを反映された価格になっていくというのが一
般的でございますから、そういう意味では、ここで価格が安いところでは、消費者
の方もそれに対応する価格でお買いいただくことができる、そういう状況にあるだ
ろうと一般的には言えると思います。 
○吉田委員 こういう安い時期の消費量が伸びているかどうかなんていうことは、
何かで、また別なデータを調べればわかることですので、そのように判断してまい
ります。 
○藤島座長 ほかにどうでしょうか。 
 もしよろしければ、また後ほど意見交換の時間がありますので、この件につきま
しても御質問いただいてもよろしいかと思いますので、先に進めさせていただきま
して、資料５の平成19年度の指定野菜の需要及び供給の見通しについての御説明を
いただきたいと思います。 
 よろしくお願いいたします。 
 
［説明］ 
○三浦課長 それでは、資料５でございます。「平成19年度の指定野菜の需要及び
供給の見通しについて（案）」という資料でございます。 
 まず、この見通しの趣旨でございますが、会議の開催要領にもございますけれど
も、野菜生産出荷安定法第３条第１項の規定に基づきまして、指定野菜の需要及び
供給の見通しをたて、この見通しに即して野菜指定産地の指定等を行うことによ
り、当該野菜の需要に応じた安定的な供給を図るということでございます。 
 それから、この関係の条文につきましては５ページについてございますけれど
も、読み上げませんが、これが根拠規定ということでございます。 
 それから、１ページに返っていただきまして、見通しの内容でございますが、野
菜生産出荷安定法施行令第２条の規定によりまして、14種類の指定野菜を36に区分
いたしまして、その区分ごとに５年後の見通しを策定するものでございます。今回
の見通しにあっては、平成19年度を見通すということでございます。需要量、供給
量及びそのうちの国内産供給量の見通しを策定するものでございます。 



 36の区分につきましては、一番後ろの６ページについてございまして、左側のキ
ャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト等というのが指定野菜
でございまして、右側の時期区分で、出荷の時期によりまして、このように36に区
分をされております。 
 それぞれごとに需要量、供給量、国内産供給量の見通しを策定するものでござい
ますが、その見通しの方法が１ページの３のところでございます。 
 まず、需要量の見通しでございますが、平成４年度から平成13年度の過去10カ年
間の１人当たりの需要量を純食料ベース、これは実際に食べる部分に当たりますけ
れども、純食料ベースの需要量の推移によりまして、回帰分析を用いて算出いたし
ます。その値を基に、野菜の消費拡大の推進の効果を勘案いたしまして、19年度の
１人当たりの需要量を推計いたします。一つは回帰分析で、いわばすう勢で過去10
カ年の動き、いろいろでこぼこがありますけれども、回帰分析でいきますとこうな
るであろうというすう勢値を一つ出します。それを基に、野菜の消費拡大の推進の
効果を勘案した19年度の需要量というのをもう一つ推計いたします。 
 そうして出しました１人当たりの需要量の推計値に、平成19年度の推計人口を乗
じて全体の需要量を出すという見通しの仕方でございます。この場合の推計人口
は、厚生労働省が公表しております人口推計の中位値を用いております。このよう
にいたしまして需要量の見通しをたてるというのが、最初の需要量の見通しという
ことでございます。 
 このようにして、需要量を出しまして、それを供給量のベースに換算をしていく
というのが（２）のアでございます。需要は実際に食べる、可食形態と言っており
ますけれども、純食料のベースでございますので、これをほ場における収穫の段階
まで換算をしていくということでございます。そのやり方は、減耗と歩留りで除す
ということでございますけれども、減耗は生産されるほ場の段階から、実際に消費
される段階に至るまでのいわば輸送等の過程で失われていく、減ってしまう部分と
いうことでございます。まず、それで割り戻すということです。 
 それから、もう一つは歩留りでございまして、これは野菜の形態上、例えば、キ
ャベツの芯のような通常食べない部分がございます。そこを除いた部分の割合、可
食部分の割合で割り戻すということでございます。 
 そのような算出方法をとりまして、（１）で求めました全体の需要量を供給量の
見通しとして算出するということでございます。これが供給量の見通しでございま
す。 
 次に、（２）のイのところでございますが、国内産供給量の見通しについてでご
ざいます。 
 これにつきましては、作付面積を見通して、それから10アール当たり収量、いわ
ゆる単収を見通して、その作付面積の見通しの値と、単収の見通しの値を乗ずると
いうことを基本に算出をするというやり方をとっております。作付面積、10アール
当たり収量のそれぞれを10カ年見まして、それによって回帰分析をいたします。 
 なお、単収については年によってかなりでこぼこがございまして、上がったり下
がったりする面がございます。そういったことから回帰分析がうまく適合しない場
合には、一定期間の平均を用いるといったやり方で算出いたしまして、いわゆるす
う勢、過去の推移から回帰分析等によって出したすう勢値というのを一つ求めま
す。それを基に、野菜の構造改革の推進等の効果を勘案して得られる数値というの
ももう一つ求めます。 
 そういうやり方をいたしまして、作付面積と単収について推計をして、これを乗
じて19年度の国内産の供給量の見通しとするというやり方でございます。 
 なお、ばれいしょにつきましては、データに制約がございまして、収穫量の推移
を基に算出をするというやり方をとっております。 
 このような方法によりまして得られた数値、２ページ以下でございますが、４の
平成19年度の指定野菜の需要及び供給の見通し（案）という数値をそこに掲げてお
ります。 
 19年度の見通しにつきましては、先ほど申しましたすう勢をベースに計算いたし
ました数値を左側、下位値と置きまして、それに野菜の消費の拡大の推進、あるい
は野菜の構造改革の推進といった効果を勘案した数値を右側に上位値として置いて
おります。これを一定の幅でもって19年度の見通しという形で示すというやり方を
しております。 
 最初の（１）、需要量の見通しでございますけれども、この区分別に一つ一つ読
み上げることはいたしませんが、左側の数字がいわば今までのトレンドで推移する



とこうなるであろうという数字、右側が消費の拡大の推進の各関係者の取組の努力
を反映した数値ということになるわけでございます。 
 特徴的なところを申しますと、参考に右側に13年度の数値を掲げてございます。
野菜の性格上、年によって、あるいは時期によって豊作、不作等がありまして、変
動がいろいろありますので、単純に比較をしていくということは必ずしも適当でな
い場合がありますけれども、参考として直近の数値を掲げているわけでございます
が、それも見ていただきながら19年度の見通しを見ていただきますと、先ほど、需
要は全体として減少していると申しました。その減少の傾向が比較的強いもので、
かつ量が多く作られているものの代表としてだいこんがございます。秋冬期、秋か
ら冬にかけてのだいこんの需要は、かなり低下をしているということでございま
す。 
 それから、逆に需要が比較的増える傾向にあって比較的量が多いものとしてはト
マトが挙げられます。トマトについては、夏秋ものと冬春ものがありますけれど
も、特に今この見通しで見ていただきますと、冬春ものの伸びが大きいということ
でございまして、そういった傾向があるということでございます。 
 なお、今回の見通しは、一つ一つの種別区分ごとに数値を見通すということでご
ざいますけれども、御参考として一番下の欄に、これら指定野菜の合計値について
も試算をして載せております。需要としては 1,153万 7,000トンから 1,205万 
9,000トンという数値でございます。 
 それから、次のページでございますけれども、３ページは供給量の見通しでござ
います。 
 これは、先ほど申しましたように、需要量の見通しをベースに減耗及び歩留りを
勘案して収穫量ベースにしたものでございますので、傾向としては似たような傾向
で、数量として需要量よりも多い数字がここに出ているということでございます。
一つ一つは見てまいりませんけれども、指定野菜の合計を参考までに見ていただき
ますと 1,379万 3,000トンから 1,442万トンということでございます。 
 次に、４ページの国内産供給量の見通しでございます。 
 これにつきましては、先ほどのような算出の方法でそれぞれごとに見通していく
わけでございますけれども、この左側のすう勢値でございますが、これも参考に掲
げた13年度の数値の上に行ったり下に行ったり、それぞれごとに出ておりますが、
先ほど申しました関係者の努力による構造改革の取組の推進といったことの効果を
勘案して見通した数値の方につきましては、13年度と比べますとそれを上回る水準
になっているところでございます。指定野菜全体といたしましては、参考に下に掲
げてございますけれども、すう勢で見ますと 1,113万 2,000トン、上位値の方では 
1,206万 5,000トンといった数字になっております。 
 恐縮でございますが、一つ一つの数字につきまして読み上げは省略いたしますけ
れども、今回の見通しについては、以上のような結果となっております。 
 
［質問・意見等］ 
○藤島座長 ありがとうございました。 
 それでは、ただいま御説明がありました19年度見通し（案）につきましての議論
に入りたいと思います。 
 なお、本日、所用で欠席されております全国農業協同組合連合会常務理事の宮下
委員さんにおかれましては、事務局の方で事前にこの案について御説明申し上げま
して、そしてこの案につきましては、異存がない旨、事務局が確認しております。
 それでは、皆様からの御意見をお願いいたします。 
○石川委員 資料３の４ページ目に、野菜の消費動向について、若年層ほど野菜の
摂取不足のこと、それからがんの予防とか、健康への影響というような野菜の消費
拡大運動が起きているということがここにありますけれども、それが当然、今の数
字に生かしてつくっているということなんですが、そのあたりをもう少し具体的に
といいますか、説明していただけますでしょうか。 
 というのは、若い人の野菜不足が、今、小学生のための食育運動なんかが結構盛
んになっていますけれども、５年後といいましたらまだ中学の二、三年生ぐらいで
すか。だから、本当の食育が生きてきて、野菜の消費が拡大するほどの年齢にはな
っていないんじゃないかと、そのような疑問も含めて、どういうふうに推測したも
のが生かされているのかをお伺いしたいと思います。 
○三浦課長 野菜の消費量を世代別に見た場合に、若年層へいくほど摂取不足が目
立っているということを踏まえた取組は、推進していく必要があるわけですが、今



回の推計につきましては、そこまで世代別に細かく各品目について消費量をとっ
て、その対策を個別に織り込んでいくというやり方ではなくて、消費の拡大の取組
というのはいろいろターゲットを考慮した対策を進めていく必要があるわけでござ
いますけれども、その結果、消費がどれぐらい伸びるかということにつきまして
は、一律に各品目とも同等のベースで消費の拡大が図られていくという推計の仕方
をしております。 
○石川委員 同等ベースでという話がありましたけれども、例えば、トマトなんか
は逆にこれから伸びる方に入っている。だいこんは減る方に入っているというの
は、同等べースではないんじゃないかなと今思ってしまったんですが。 
○三浦課長 だいこんが減少している、あるいはトマトは比較的堅調であるといっ
た傾向は、いわば消費の伸びを見る前のすう勢値に反映されているというふうに見
ることができるわけでございます。 
 したがいまして、だいこんでしたら過去10カ年の需要の減少をベースとした分析
で、その傾向が続くとすればこういう値になるだろうというのが下の値、下位値で
ございまして、その中に、これまでの状況が反映されている。また、トマトならト
マトについても、これまでの需要の状況がすう勢値の方に反映されてきているとい
うことでございますので、先生のおっしゃった点は、そういう形で、いわば下位値
の方に織り込まれていると考えております。 
 基本的に、消費拡大の努力というのはこれまでもやっておりますから、一定程度
反映されているわけでございますけれども、それをベースに消費の拡大を野菜全体
として伸ばしていこうということで、野菜全体を対象として取組を推進しておりま
すので、品目によってアクセントをつけるということは、その取組の効果を見る上
では、ある意味で必ずしも適当でない面があるのではないかということで、先ほど
申しましたような方法をとったということでございます。 
○石黒委員 多分、今の石川先生のお答えになってしまうかもしれませんが、私も
たまねぎ、トマト、にんじん、ピーマン、ほうれんそうという品目は関係がありま
すので、農林水産省と同じように回帰分析をやって、大体の見通しをここ二、三週
間の間やっていたんですが、大体同じ数字になるんです。 
 石川先生が今おっしゃったのは、回帰分析の中の変数を、どういう変数をとった
かということですので、例えば、農林水産省が、１人当たりの消費量が、回帰分析
でどう増えてきているかとかそういうところが全部含まれていると思いますので、
多分この数字は妥当だというふうに思います。ただ、トマトに限って言いますと、
価格が５年後にはもう少し下がるんじゃないかな、下がる可能性が高いということ
とか、それから、１人当たりの消費量が多分もう少しふえるだろうということから
考えますと、この幅を超えることはなかったんですけれども、私の計算では限りな
く上に近い方の数字のところに来ましたので、多分、この上の数字の方におさまる
のかなというふうに、納得して今言っているんですが、ミニマムとマキシマムとい
う感じでとれば、マキシマムの方が私の計算ではトマトは出たという、総体的には
ほとんど同じ数字でございました。 
 ただ、１つ言わせていただきますと、農林水産省は、大体、野菜は輸入というこ
とにいつも主眼が置かれているんですが、野菜を輸出するという観点をどう持つか
ということです。トマトも品質と価格が整えば、全く輸入ばかりということじゃな
くて、輸出という攻勢にも出られるんじゃないかなと私は考えておりますので、も
う少し積極的な数値、マキシマムをちょっと超えた数値も考えていただきたいな
と、そういう感じを持っております。 
○藤島座長 非常に重要なことであり、これから考えていかないといけない問題だ
と思います。 
 １つ教えていただきたいのですが、今、５年後に価格が下がる可能性があるとい
うお話をしていただいたんですけれども、その部分をもう少し詳しくご説明いただ
けますか。 
○石黒委員 今 、トマトの卸売価格はキログラム当たり250円から 300円前後です
か、多分これが 200円から 250円ぐらいのところに５年レンジか10年レンジかとい
う問題はあると思いますが、そういうような形になってくると思います、国際相場
とかいろいろ考えますと。日本のトマトは極端に生食向けの出荷割合が高いですの
で、このままの価格では収まらないだろうということです。 
○藤島座長 国内の生産ということより輸入との関連では。 
○石黒委員 そうですね。輸入をある一定水準に、先ほども自給率の話が出ました
が、それを押さえるために、自給率をきちっと保つためにも今の価格ではなかなか



保てないだろうと考えるわけです。 
 したがって、先ほど低コスト化の話が出ていましたが、そういうような策を施す
ことによって自給率を上げていかないといけないということです。 
 もう１点は、私は早く農作物の世界にもユニバーサルデザイン的な考え方を入れ
ていかないと、今はトレサビリティーだけに終わっていますが、もう少しそういう
ユニバーサルデザイン的な考え方を入れていけば大きな輸入に対する防御策になる
と、そういうふうに思っています。 
○藤島座長 ユニバーサルデザインに関して、具体的に、例えばこういう形でとい
うものはありますか。 
○石黒委員 例えば原産地表示をやっていますよね。考えてみたら、原産地表示も
ユニバーサルデザインの一つだと思うんです。みんなのためになる表示を、デザイ
ンですから、そういう原産地表示もそうでしょうが、例えば、封が開けやすいと
か、あるいは点字でハンディキャップの方にもわかるとか、いろいろなそういうバ
リアフリーという考え方より一歩進んだ考え方がユニバーサルデザインだと、社会
制度だと思いますが、そういうようなものを農産物にも早く取り入れていくべきだ
と、そういうふうに思っています。 
○川口委員 今のトマトの価格水準が高いのかどうかの判断は難しいところです。
また、単価が下がれば消費が伸びると言い切ることもできませんが、生食で消費す
ることを前提とした食味重視の品種改良が進められた結果、今日の数量まで拡大し
たものであり、調理用としての需要には不向きの品種と言えますし、将来も生食を
対象にした生産になることは間違いないと思います。市場の立場でみますと、価格
的には現状より下がることで、生産意欲が減退することが予想されます。 
 そのことは別としまして、この資料３の１ページにあります、先ほど石川先生か
らのお話がありましたけれども、平成13年が47万 5,000ヘクタールでずっと傾向値
としては減ってきているわけですが、仮に平成19年度を見たときに、この面積の推
移というのはどういう形で見込んでおられますか。 
○三浦課長 この面積は野菜全体の作付面積でございます。一方で、今回見通しを
行いますのは、そのうちの指定野菜について行うものでございますので、そこにも
ともとベースの違いがございます。そういう意味でなかなか具体的にこうというの
が難しい面があるんですけれども、基本的な考え方として、今回、幅を持って示し
ました見通し値の上位値、これに即した国内産の供給といったことが行われていけ
ば、作付面積の低下という現象に歯止めがかかって、上を向いて推移していくとい
うことが可能になるということで、22年度の基本計画の目標の達成の可能性が高ま
っていくということだという考え方でございます。 
○黒木委員 ちょっと、私もそれに関連して関心があるので。そうすると、面積は
余り減らない、要するに面積は減るけれども、単収で頑張って供給量としてはこう
いう数字になるという思考過程だったのかと思ったんですが、この14品目関連につ
いてはそういう想定はないのですか。善し悪しがどうこうということじゃないんで
すけれども。 
○三浦課長 作付面積について、すう勢でいきますと低下していくだろうというの
がありまして、それが下位の考え方になるわけでございますが、上位値の考え方に
つきましては、今、黒木委員がおっしゃった単収でということだけではなくて、面
積も上に向かっていくという考え方になります。 
○大木委員 この指定野菜の19年度の見通しですね。この中で、だいこんが少なく
なってくるかなと思います。逆に、先ほど出ましたブロッコリー、ああいうものは
非常にこれから伸びていくのではないかと思うんですけれども、一方では、輸入が
どんどん入ってきますから、自給率を考えたときには、そういうものこそ力を入れ
て、自給率を高めていくものの一つにしないといけないのではないかと思います。
 消費者も野菜というものは非常に大切なものと思っていますけれども、だいこん
よりはむしろブロッコリーの方が健康にいいよとか言うと、子供たちがみんなこれ
を食べるようになってきたということもありまして、現行の指定野菜はずっと平成
19年まで見直さないでやっていかないといけないものなのか、それとも、その時代
とともにやはり考えを変えて、ブロッコリーのようなものとチェンジしていこうと
いうお考えなのか、政令で定められてるから、もうこれは量的にも多く、やってい
かないといけないんだという思いなのか、それとも消費者もそう思うし、需要と供
給というものは、欲しいと思う人のためにつくらないといけないものだというふう
な考え方からすると、もうちょっと柔軟性があってもいいのかなと思うのですが、
そういうところの決まりというものはどうなっているのでしょうか。 



○三浦課長 まず、ブロッコリーについて申しますと、ブロッコリーの生産量を統
計で見ますと、平成12年の値で８万 3,000トン程度となっておりまして、例えば、
だいこんの国内産供給量の13年度の欄に合計がございませんけれども、10月から３
月だけでも 130万トンあるというように、かなり品目によって差がございます。 
 そういう中で、今お話がありましたブロッコリーにつきましては、特に機能性、
私ども消費の拡大を図る上で、野菜の生活習慣病予防の効果ですとか、あるいはビ
タミンＣ、カルシウム等の微量成分の重要性といった機能を訴えるような形で消費
者に買っていただくということが望ましいと考えておりますが、そういう面から非
常に有力な野菜であるというふうに思っております。 
 実際に、まだ数量的には先ほど申しましたように、相対的には大きくないわけで
すけれども、産地で熱心に取り組まれているところもございますし、そういう産地
の取組について、私どもとしても支援をしていく必要があると、生産面でもそのよ
うに思います。 
 では、だいこんとかはくさいとか、伝統的な野菜の減少傾向をそのままにして、
先生の御趣旨とややずれる点があったらお許しいただきたいのですが、減少傾向を
そのままにしつつと申しましょうか、置きかえる形で新しいブロッコリー等を初め
とする野菜に重点をシフトさせていくというようなことまでは、私どもとしてそれ
をやるということは考えておりません。だいこんやはくさいなどのようなものの消
費の低下ということにもやはり歯止めをかけて、例えば、伝統的な食生活をいきな
り広めるというと、なかなか難しい面があるかもしれませんけれども、家庭におけ
る野菜を使った料理の重要性ですとか、それを通じた消費の拡大とかを図る中で
は、やはりだいこんやはくさいのようなものについてもできる限り需要の減退に歯
止めをかけて、それに対応する形で生産の振興を図っていきたいと考えておりま
す。 
 もちろん、それによってブロッコリー等の野菜について振興を図っていく、ある
いは消費の拡大を図っていく重要性が低いということではなくて、消費の拡大なり
生産の振興というのは、対策の基本的な考え方としては同じようなスタンスで臨ん
でいく。品目によって、取組についてはいろいろあるかと思いますけれども、そう
いう考え方で取り組んでいく必要があると考えております。 
 また、指定野菜の決め方についてのお話ですが、野菜価格安定制度における対象
品目の考え方、指定野菜として指定されているものについての指定の仕方というこ
とからいたしますと、この野菜価格安定制度の考え方が、消費のウエイトから見て
国民の消費生活に及ぼす影響の非常に大きい野菜について、価格低落時に価格安定
を行うことによって、安定的な生産を図っていくということを通じて、安定的に供
給していくという観点に立った制度でございますので、その対象とする範囲につい
ては、制度の趣旨からして一定の範囲を画さなければいけない、それを政令でもっ
て指定しているということでございます。その指定の仕方については、品目固定と
いうことではございませんけれども、消費の動向、生産の動向、そういったそれぞ
れの野菜をめぐる動向を見ながら、必要に応じて見直しについても検討していくと
いう、そういう枠組みになっているということでございます。 
○大木委員 見直しもいずれあり得るんですね。 
○三浦課長 状況によってはあり得るということでございます。 
○坂野審議官 ちょっと私が補足しますと、基本的に見直す考えのないものは国会
の議決が必要となる法律に書きますけれども、政令とか省令というのはある程度臨
機応変に見直しが可能だということであり、こうやって機動的にできるということ
で政令で定めているわけです。ですから、今ブロッコリーの場合８万トン、片や百
数十万トンですから、結果として消費が変わってくれば当然それは考えなければい
けない話ですが、ただ、今のところ、かなりまだ指定野菜とブロッコリーとでは格
差があるということです。このことは常に議論されてるところなんです。この野菜
は指定野菜にできないかというような議論がされるのが、それは結果として、さっ
き言った消費量とかが、かなりウエイトが高くなれば、実態に即して見直すのは当
然のことですけれども、ただ、今はそういう実態にはまだ至っていないというのが
現状だと思います。 
○大木委員 だいこんの輸入は加工品が入ってきて、生では入ってこない。、ブロ
ッコリーはどんどん入ってきますね。そういう意味でも自給率ということを考えた
ときに、やはりここのところは議論してもよいのではないかなと感じたものですか
ら。 
○川口委員 輸入青果野菜の中で、冷凍と生鮮というのがありまして、特にほうれ



んそうにつきましては、平成14年は中国の残留農薬問題で半分になったんですが、
13年度まででいうと約５万トンが冷凍で入ってきています。そうすると、この国内
の中における比率はかなり高いと思われ、これは今後、中国も農薬問題が解消され
たらまた積極的になると思うのでこのことと、それから、さといもも約５万トンが
冷凍で入ってくる。ばれいしょについては約30万トンぐらい冷凍という形になるの
で、ここら辺のことも、例えば平成19年を見通した中で、そうしたそのすう勢値と
いいますか、そこら辺の見込みはたてているのか、あくまでも国産ということだけ
に視点を置いているのか、その辺はいかかですか。 
○三浦課長 需要量の見通しの中には、食べている野菜ということですので国産も
輸入ものも両方入っておりますし、加工されたものも生鮮換算をして入っているわ
けでございます。そういう意味で、この需要量の見通し、それから、それを供給ベ
ースに換算した供給量の見通し、この中には、今、お話にあったような冷凍の野菜
等も含まれているということになります。 
 一方で、国内産供給量の見通しの方は、国内産の動向から面積、単収の動向をベ
ースに、いろいろ織り込んだ値と両方示すということでございますので、こちらの
方は当然のことながら、国産だけに着目をして見通しを行っているという関係にご
ざいます。大まかに言えば、その差が輸入で賄われていくということになると思い
ますけれども、算定の仕方として、今回、輸入を見通すという計算を特にやってい
るわけではございませんで、今、申し上げましたような計算をしているということ
でございます。 
○藤島座長 吉田委員、どうぞ。 
○吉田委員 １点は、これはとても難しいことなんだと思いますけれども、この野
菜の生産量を見るとき、ただ重量だけで比較するというのは、ブロッコリーとだい
こんでは全然重量が違いますので、重量で多い、少ないだけという考え方ではない
ものを何か導入しないといけないのではないかなというふうに感じるんです。 
 それから、もう１点は、３ページの供給量の見通しと国内産供給量の見通しの差
というのは、もうこれは最初から輸入に依存するんだというふうに考える数字と判
断してよろしいんですか。それとも、これを縮めるために生産に力を入れるという
取り組みを一方で考えないといけないという姿勢でいらっしゃるのか。これはやむ
を得ず輸入ですよという数字なのか、上限値を見た場合。 
○三浦課長 まず、後の方からお答え申し上げますが、先ほど申しましたように、
需要量、供給量の見通しは、国産、輸入を問わず算定いたしまして、別に国内産の
供給量というのを見通しをいたしました。 
 それで、努力も折り込んだ上位値も出しているのでありますが、別にこれは上限
を画するとかいうものではございませんので、関係者の御努力によりまして、これ
以上に国内産で需要を賄っていくということになれば、それは国内産の供給を増や
す、あるいは自給率を高めるという観点からすれば、より望ましいことになるわけ
でございます。 
 したがいまして、その差の分を初めから輸入に依存すると、そういうふうに決め
ているというものではございません。 
 それから、前の方の御質問でございますけれども、おっしゃるとおりの面がござ
いまして、実は、平成12年に食料・農業・農村基本計画を策定する際には、金額ベ
ースの自給率というものを参考として算定するという作業をやった経緯がございま
す。今回の指定野菜の需要と供給の見通しにつきましては、量で計算するというこ
とでございますので、野菜における額の取扱という点は勉強の課題とさせていただ
きたいと思います。 
 なお、もちろん生産額という見方で、各品目についても統計等は整理をしながら
見ておりまして、農業生産における順位というのを、量や面積ということだけでは
なくて、粗生産額や家計の消費支出額といったものも見ながら、先ほど大木先生か
らもお話がありまして、審議官がお答え申し上げましたけれども、何をもって主要
な野菜と見ていくかという考え方、この野菜価格安定制度の対象となる主要な野菜
というのをどう見ていくかということにつきましては、量的なものだけではなく
て、額的なものについても見ていくということでございます。 
 ちなみに、お話がございましたブロッコリーにつきましては、生産量でいきます
と平成12年のデータでは25番目、それから額でいきますと30番目というようなとこ
ろでございまして、そういった動向、ただいまの数字は平成12年、単年の数字でご
ざいますけれども、今後の動向について十分重視して参りたいと考えております。
○坂野審議官 非常に我々も苦労しているところなんです、先ほども言いましたけ



れども。もうちょっと違う意味で言いますと、我が国の食料のカロリーベースの議
論をしますね。そうすると、やっぱり穀物をつくると自給率が上がるんです、カロ
リーを取りますから。野菜はそんなにカロリーがないですから、そこをどう評価す
るか、これらのことは自給率で議論されたんです。それで、先ほど課長が言ったよ
うに金額で議論したらどうかという議論もしております。 
 多分、私は非常に大きな課題だというふうに思います。従来は量だとか、今もお
いしいとか言いますけれども、あわせて質の議論をされますね、栄養だとか質の議
論。野菜はカロリーは少ないし、また栄養的なことをいったときに、どういう指標
を使うとうまくいくか、単独じゃうまくいかないし、野菜でも緑黄色野菜とその他
の野菜、果菜類と葉物類とでは違うから、単純に線を引くこともできないし、そこ
のところはちょっと私ども十分課題として受けとめておきたいと思います。 
○松井委員 今の議論とちょっと関係することですけれども、資料３の４ページ
に、世代別野菜摂取量って書いてありますよね、 350グラムが摂取目標だと。若い
人が余り摂っていなくて、比較的年上の人が摂っている。これは、例えばうちの娘
が今20代ですが、朝晩、先ほどのブロッコリーだとか、生野菜のサラダを食べてい
るんです。僕はいっぱい野菜を摂っているなと思っていたのですが、そういう生野
菜をたくさん食べてもあまり量は摂れないんだと。煮た野菜を食べないといかん
と。 
 私は煮た野菜が大好きなんです。それがここに出ているのかなという気がするん
ですが、それは正しいことですか。 
○三浦課長 まず私の方から申し上げますと、松井委員の言われたことについて
は、該当するところがあると思います。毎日サラダを食べるという人を、食料消費
モニターの調査をしたところ、かなり増えております。一方で、野菜の消費量が減
っているということがありまして、平たい言い方をすれば、サラダというのは量的
にはさほど稼げないのでありまして、煮炊きをしたものを食べるということが消費
増につながるということなんです。そのように若い方ほど食事が洋風化していると
いうこと。それから、いわば外部化というんでしょうか、20代、30代の方は外食を
する機会が多くて、やはり外食になるとどうしても野菜が少なくなりがちであると
いったこと。それから、簡便化指向、コンビニエンスストア等で買ったり、料理の
時間を短縮したりといったような簡便化指向といったこともあって、そういったこ
とが若い世代の方に顕著なのではないかと、そういったことが反映されているので
はないかというふうにも思っております。 
 あと、吉田先生から補っていただければありがたいと思います。 
○吉田委員 今の御説明のとおりだと思いますけれども、ただ、資料の図は国民栄
養調査の結果の平均値で示してありますので、標準偏差は結構ありますので、今お
伺いしますと、お嬢さんが朝から召し上がるというのは摂取している方だと思いま
す。朝食を摂らないという若者が増えているんですよね。それもかなり影響してお
りまして、確かに生で食べるとキャベツの千切りを生で 100グラムはこんなにあり
ますが、炒めたら２口で食べられますから、そういうことも大きいわけですね。 
○石黒委員 今の吉田先生のお話と一緒なんですが、多分、生とビタミンＣと若い
世代というのは連関していると思っているんですね。だから、ビタミンＣが非常に
いいということをライナス・ポーリング博士の時代まで戻っちゃうんですけれども
言い過ぎだと思うんですね。だから、野菜は加熱して食べなければということをき
ちっと教えないと、生がビタミンＣが多いからいいというのが若い世代ですね。あ
る一定の世代以上の方は温野菜というふうに思っていますから、摂取量で違ってく
るんじゃないかなというふうに思います。 
○吉田委員 今、それを盛んに言っているんですが、調理をするとビタミンＣがな
くなってしまうと、そういう表現をしているメディア関係のいろいろなものがある
んですけれども、ビタミンＣは水には溶けますけれども、熱でそんなには壊れない
んですよね。ですから、ゆでこぼしたりすれば結構損失はありますけれども、煮る
ことによる損失は余りありません。ですから鍋料理なんかは最後に煮汁におうどん
入れたりして食べれば、結構ビタミンＣは摂れているんですね。 
○石黒委員 ピーマンなんか85％ぐらい残りますね。 
○吉田委員 野菜によってまたかなり違うんですけれども。 
 余りにも調理をするとビタミンＣがなくなってしまうという情報だけがわあっと
浸透してしまっているんですよね。野菜はビタミンＣだけの問題ではないので、も
ろもろ考えてやっぱりいろいろな食べ方をしてほしいわけです。 
○石黒委員 ほかで２点いいですか。 



 先ほど、私はこだわるわけじゃないのですが、トマトの価格は下がってくるんじ
ゃないかと。それによってトマトの消費量がもっと増えてくるんじゃないかという
お話をしましたのは、多分、量ベースでだいこんを食べているのは日本人が一番だ
と思うんですね。金額ベースは多分トマトが一番だと思うんです。多分、今の価格
は維持できないんだろうなと。維持できれば私どもも非常に幸せなんですが、多分
トマトの価格は下がってくる。したがって、トマトは全体の金額ベースは変わらな
いんでしょうが、価格が下がって量が上がる、こういう関係になってくると思いま
す。 
 それから、もう１点は、先ほどの大木先生のお話なんですが、非常にこれは農林
水産省と我々が一緒になって頑張っていかなければいけない問題として、野菜の自
給率というものを考えますと、もともと日本でつくられていた野菜というのは、ど
ういう野菜があったんだと。これは農林水産省から出ている本を読んできちっと表
にしたんですが、16世紀以前というのは30種類ぐらいしか食べていないんですね、
日本人というのは。今は、多分 135種類を超えたと思いますが。 
 それで、たくさんの野菜を食べるようになったきっかけというのは、16世紀後半
の南蛮貿易と、それから明治維新で入ってくる。したがって、この20世紀というの
は野菜がたくさん入ってきた世紀だと思うんですね。それで、今３番目の時期に来
ていると思うんですね。16世紀後半、明治維新、これからが３番目だと思うんです
ね。こういう時期にアメリカのデザイナーフーズ計画などでブロッコリーがピラミ
ッドの上にきてブロッコリーを摂らなければいけない。また、ブロッコリーが入っ
てくる。こういう時期ですので、相当自給率を高めるために野菜の生産コストとい
うことを本気になってみんなで下げていかないと、多分この 135種類の野菜という
のはあっという間に 150種類を超えていくと思いますので、なかなか大変だなとい
うふうに思います。なかなかセーフガードではガードできないというような感じ
で、セーフガードというのは安全なガードと違う意味のセーフなんじゃないかなと
いうふうにちょっと心配しているのですが。 
○藤島座長 黒木委員どうぞ。 
○黒木委員 先ほど、ブロッコリーのお話が出ましたけれども、私自身も１週間の
うちの４日以上ブロッコリーを一生懸命食べているんですが、ブロッコリーのウェ
イトといいますか、野菜を食べるということの中でのブロッコリーというのはだん
だん重要度が増してくると思うんです。 
 しかし、行政の方ははっきりおっしゃいませんでしたけれども、例えば、ブロッ
コリーを14品目の何かと置きかえてというほどであるかというと、生産量的にもま
だじゃないかというようなお話がありまして、おそらく、中長期的には、やはりブ
ロッコリーに限らずウェイトが大きくなったものは品目の入替えというのはなさる
んだと思いますが、そのときに、やはりこの価格安定制度の指定野菜は、国が６
割、県が２割、生産者の方が２割と、おおざっぱに言うとそれでファンドを積んで
制度の運営ということになっておりますので、この品目から落とされる産地という
のは、かなり抵抗が出てくるんだろうと思います。簡単に品目をどんどんふやせれ
ばいいんですが、予算の６割は国が見ていますので、国民の税金を使わせていただ
くという立場からすると、そんなにどんどん膨らむかというとそうではありません
でしょうから、結局ウェイトがぐんと大きくなったということで、だれしも入替え
なければというふうにお考えになる時点まで成熟してこないとなかなか難しいので
はないかということだと受け取っています。 
 それから、もう一つ、14品目の指定野菜のほかに、品目としては全国的に見ると
小さいんですが、ただ、ある県ではかなり大きいということになりますと、県独自
でこの指定野菜制度と似たような制度をやっておられまして、それもかなりの程度
国が資金を供給するということになっておりまして、ブロッコリーをそういうこと
で品目として取り上げられていらっしゃる県は幾つもありますので、全くブロッコ
リーがらち外に置かれているということではないのではないかと思います。 
 また、石川先生が冒頭におっしゃいましたんですが、若年層に野菜の方に顔を向
けてもらうのにはどうしたらいいかということについては、いろいろなことを野菜
課も一生懸命苦心なさっていますし、私ども野菜基金ですが、何かのお手伝いがで
きないかということで考えてるいるんです。「レタスの消費が増えると野菜の消費
が減る」と言われるぐらいに、レタスだけちょっと食べていれば野菜を食べた気に
なるのは間違いですよということで、若年層に振り向いてもらうというのを、石川
先生、何かアイデアを思いつかれましたらこちらに示唆していただければと思いま
す。こっちもお手伝いしていますので、何かいいことがあればそういうふうにでき



ないかと。吉田先生も一生懸命考えてくださって、いろいろとアドバイスもしてく
ださっているんですが、消費拡大を考える上で、15歳から20歳前後までの人たちに
振り向いてもらうやり方というのが何かというのが課題だと思いますので、いろい
ろなことでまた石川先生にアイディアがありましたら教えていただければありがた
いと思っております。 
 それから、最後に今日のテーマ、本題ですけれども、法令上、こういう見通しを
するということになっているわけですが、数字を拝見して説明を伺っていますと、
これしか結局のところないのかなと。上限と下限約５％幅で開きがありますが、こ
ういうやり方でお決めになるしかないのかなと思います。 
 特にトマトですとか、にんじんですとか、たまねぎとか、こういう伸びそうだと
感覚的に思われるものはちゃんと伸びる姿に需要量が増える姿になっていますの
で、大局的に見てこれしかないのかなというのが、私が数字を見せていただいて御
説明を伺った受け止め方でございます。 
○三浦課長 黒木委員のおっしゃるとおりでございまして、先ほど説明を省略して
しまいましたけれども、資料３の７ページから見ていただきますと、７ページが今
回の指定野菜を対象とする価格安定制度の概要でございまして、一番右の下に14種
類の野菜が並んでおります。これは黒木委員のおっしゃったとおり、国が60％、県
が20％、出荷団体等が20％で基金を造成して財源としているというものでございま
す。 
 次のページ、８ページを見ていただきますと、指定野菜に準ずる野菜として位置
付けられる31種類の野菜が右側の下に書いてございますが、これらにつきまして、
各都道府県の野菜価格安定法人というところにやはり基金を造りまして、ここから
価格が下がったときに補てんを行うという仕組みを取っております。黒木委員のお
話にあったのはこの制度でございまして、下にたくさん品目があって読みづらいん
ですが、５行目の真ん中より右にブロッコリーというのがございます。県によって
品目を決めてやっておりますけれども、多くの県でブロッコリーが対象になってい
ると承知しております。 
 それから、消費の拡大の話も資料３で、さっと触れましたけれども、私どもも、
医学界ですとか、栄養学界、吉田先生もそうでございますけれども、御指導、御協
力をいただきながら協議会というのを作って取り組んでいるというお話を申し上げ
ました。民間でも、民間の立場から今、団体が２つございまして、青果物健康推進
委員会という団体と、それからファイブ・ア・デイ協会という団体と、それぞれ本
年度から活動を始めたところでございまして、そういう取組とも連携をして消費の
拡大を図っていくこととしております。 
 その際に、特に先ほどいろいろ申しました中で、野菜の機能に着目をして、健康
の観点から野菜の摂取というのを考えていただこうというような観点。それから、
例えば、御家庭で料理をされる主婦層の方々に対しては、わかりやすいメニューを
提供するとか、あるいは学童、生徒層を対象に、学校における取組と連携、支援し
ていくというような観点、そういったことに重点を置いて取組を進めているところ
でございまして、そういったことを通じて、消費の拡大が図られていくことを期待
しつつ推進しているというところでございます。 
○大木委員 １つよろしいですか。こことちょっと関係があるかもしれませんけれ
ども、近くのスーパーの店先のところに、「重要野菜ミネラル栽培だいこん」と書
いてあるんですね。その箱がありまして、それを見たときに、重要野菜というのは
ミネラル栽培でないとだいこんと言わないのかというように感じたのですけれど
も、ああいうものは自由にやっても構わないものなんですか。それは何々県のどこ
どこ町って書いてあったんですよ。 
 それで、こういうふうになってくるとミネラル野菜でないと重要野菜って言わな
いよというような感じに見ているものですから、そこら辺はどうなんですか。 
○藤島座長 表示の問題ですね。 
○坂野審議官 ミネラルって書いてあるんですか。 
○大木委員 ミネラル栽培って書いてあるんです。 
○黒木委員 これは役所の方はしっかりした事実関係を押さえた上でないとお答え
になれないと思いますけれども、ご存じのように、公正取引委員会が所管している
法律がありまして、公正な取引に違反する虚偽表示的だという程度まで至ればそれ
は問題にされると思います。どこまではいいのかと言われると、だれしもここまで
ならいいというふうになかなか言えないんじゃないかと思いますけれども、少なく
とも役所の方が、これは重要野菜とか、重要な野菜のつくり方はこうだということ



で、何か基準とかスタンダードをお決めになっていることはないんだろうというふ
うに思いますけれども。 
○坂野審議官 今、表示として規制していますのは、有機栽培、有機という表示を
する場合は３年間農薬を使わないとか、減農薬の場合はこうだとか、減化学肥料の
場合はこうだとか。そういうものは基準がありますが、ミネラル栽培ですか。 
○大木委員 大きく箱の上に「重要野菜、だいこん、ミネラル栽培」と。それで気
になって見たんですね。それが店頭に１本ずつ並べられたときは、それがついてい
るかどうかを私はそこまで見ていないんですけれども、店頭に積み上げられた箱が
何箱もそうなっているのです。 
○坂野審議官 箱に書いてあるんですか。 
○大木委員 はい。 
○坂野審議官 調べてみます。 
○吉田委員 有機の規格が決まる前はやはりいろいろな表現を取っていましたね。
今、そういう栄養素の表現といいますか、それも今ばらばらな状態で、きっと野菜
に普通名詞のつもりでつけているのじゃないかなと。それはいずれ何かきちっとや
らなければいけない時期に来ると思いますけれども。 
○坂野審議官 そうですね、今、トレサビリティーの関係で、表示問題ですね。こ
こを全体にどうするかというのは非常に大切な問題となっています。できるものか
ら順次整理していますけれども、まだまだという方もいるし、そういうケースもあ
るでしょうから、多分表示の話がこの野菜に限らずすべての食品というんですか、
いろいろとできるところから鋭意整理をしていくということだと思います。 
○石黒委員 今、お話になった表示ですと、国民生活センターはアウトにします
ね。私も何度も経験がありますね。 
○大木委員 もう一つ、新しい野菜でとうみょうという野菜があるんですか。ひら
がなで「とうみょう」と表示していますが。 
○吉田委員 豆の苗って書いて豆苗。それをひらがなで表現しているんです。食品
成分表にも載っていますし、大変栄養価も高いです。 
○大木委員 そうですか。 
○川口委員 えんどうまめの若い苗の部分で中華料理の食材です。 
○石黒委員 若年層とかの若い世代に、野菜をという話を石川先生は強調されてい
ますが、当然、農林水産省と文部科学省が話しをされていると思いますが、総合的
学習というのを４月からやっていますね。総合的学習の中で、こういう教育をして
くれという要望が非常にあるんですね。 
 それは、各メーカーさんとかいろいろなところに来て、私どもも年間70校から80
校ぐらいをやるんですが、農林水産省と文部科学省がきちっとお話になって総合的
学習の中でそういう食育というんですか食教育というんですか、それをきちっとお
やりになれば、相当違ってくるんじゃないかなと。 
○坂野審議官 今の石黒委員の食育は、非常に大きなテーマです。これは野菜だけ
じゃなくて全体的に食べるものに対する意識が若い人にちょっと欠けた面があると
思うのです。知育、徳育と並ぶ教育の一環の中で食育ということを取り上げまし
て、それで私どもも勉強もしておりますし、また、文部科学省と一緒になって食育
をどう教育に取り組んでいくかとか、いろいろな形で実践の仕方、それから枠組
み、どうやったらできるかというのを今やっておるところです。食育と言った場
合、最初は知る人ぞ知る言葉だったんです。今は、ちょっと普及し出しまして、食
育ということが、今、農林水産省の中でも非常に大きなテーマになっています。食
の安全・安心をいろいろやっていく際には、若い人の教育なくしてはできないとい
うことで、食育というのをきちっと位置付けて、それも単なる私ども職員だけ、生
産者側だけではいけないので、むしろ文部科学省、学校関係者を巻き込んで一緒に
なって食育をやろうということで、今展開しておりますので、間もなく、遠からず
多くの方にもわかっていただけるようになるのではないかと思います。 
 その際に、いろいろな方々と一緒になってやっていくということが大事ですね。
○石黒委員 私も大学に行って、時々、授業を持っているんですけれども、食育と
いうことをやろうというところが、給食という言葉を使うということは間違いだと
思うと言っているのです。給食というのは、マッカーサーかだれかが占領下時代に
つくった言葉じゃないかなと思いますので、あれは「学校の食事」と言わないと、
給食、あたえる食というのは、こういうことを使っている省庁が間違っているんじ
ゃないでしょうかと、この間文部科学省の方とお話ししたら、いわゆる学校給食法
から変えなきゃいけないから、ちょっと勘弁してくださいという話になったんです



が、やっぱり給食という言葉から変えていかないと難しいですね、食育は。 
○黒木委員 半分自己宣伝になりますが、私ども野菜基金では、小学校のときから
食というものの大切さ、それを体験してもらう必要があるということで、小学校の
学校菜園で野菜をつくってもらう、つくり方、それからつくられたものを子供たち
が調理して、それを食べてみるということをやったらどうかということで、パンフ
レットを吉田先生にも私どもの方の編集委員になっていただき、15万部作りまし
て、それで 1,100校ぐらいに、これで３回目ですが今年やりました。そういうこと
もやらせていただいています。 
 それで、ちょっと文部科学省の弁解をしますと、最近、文部科学省のホームペー
ジをあけますと、総合的学習、これは１年間で 105時間あるということでびっくり
したんですけれども、この 105時間の中でどういうふうに先生方がおやりになるか
というのは自由度が高いといいますか、何をやってもいいみたいで、それであれば
野菜のこともやってもらっていいはずだということで一生懸命やっているんです
が、こういうことで総合的学習に有効な資料だとかいろいろなものを作っておられ
る団体がございますよというような数字が出ておりました。私ども野菜供給安定基
金もそこに出ていまして、私どもの方にアクセスしてくだされば、ことしは15万部
刷りましたけれども、かなり好評で、小学校の先生方に使っていただいているとい
う状況がございます。 
 ただ、それは小学生ですから、例えば現に15歳から20歳前後の方に振り向いても
らうというやり方は何かと、これは私どもがその一端を担わせていただくかどうか
は別として、なかなか知恵がなさそうでして、小学校の方だと私どもも十数万部、
毎年そういう副読本的なものを提供しているんですが、もうちょっと上の年代の中
学から高校の子供たちに対してどうかというのはやはり策がなさそうな感じです
ね。 
○石黒委員 総合的学習の中では多いですね、野菜に関する教育が。本当に多いと
思います。 
○黒木委員 かなりやっておられますね。農業系統でもホームページなり、いろい
ろな冊子も出しておられたり、県段階でもそれなりにやっておられるんですけれど
も、そこも15歳から20歳の層をどうするかというのは未解決じゃないかと感じま
す。 
○石川委員 20歳、30代前半ぐらいまでですか、つまりもう今大人になってしまっ
た20代の人、それは何も女性だけ、主婦になるという意味の女性だけじゃなくて、
男性も自分自身が食べていくという意味で本当に今の20代の人を新たにどう教育し
たらいいか。 
 だって、彼たちは今20代だったらあと五、六十年生きるわけですよね。その人た
ちの食事がそんなにお粗末でいいのかというのが本当に一番心配だし、そこにアプ
ローチするのに何があるかということが一番問題じゃないかなと思いますよ。 
○大木委員 そうですよね。先ほどの食育の話ですけれども、小学校の学芸会を見
に行きましたら、ああなるほど、いいことやっているなと、つい何カ月か前なんで
すけれども、学芸会でにんじんがどうやってできて、どのようにして土の中で伸び
ているか、全部にんじんさんの服を着て、太陽と、これでとてもかわいく１年生が
やるんですね、にんじんの劇を。 
 食べることばっかりじゃなくて、食育ということはこういうところでもやってい
るんだなと思って、文部科学省の先ほど話が出ましたけれども、先生方もすごく頑
張ってやっているなと感動した一場面があったんです。 
 近くに私どものところまで車で引き売りの八百屋さんが来るんですけれども、そ
こで、やっぱり30代の男性が、スーパーとか食卓の上でっきり見ていないからそら
まめがどんなふうにしてなるのかとか、木になるのかもわからないと言われたんで
すね。それから、山芋も、私が買っていましたら、これ何ですかって30代の女性に
聞かれたんです。ですから、30代のそういう人たちのお子さんですから、ますます
お子さんもわからないわけですから、やはり今審議官もおっしゃったように、その
食育というものの重要性ということがますます大事なことではないかなと、今お話
を聞きながら思いました。 
○石黒委員 私が言いたかったのは、食育が総合的学習の中で今非常に盛んになっ
ている。それが、各団体とかメーカーがばらばらに頼まれて行っていますので、そ
こを農林水産省なら農林水産省、あるいは一つにおまとめになった方がいいんじゃ
ないでしょうかということです。我々メーカーが行きますと、我田引水的な話にな
りがちですので、なるべくニュートラルに話をしようとしていますが、そういうよ



うなことを主に提案させていただいたんですが。 
○黒木委員 野菜課長が先ほど説明なさった二つの団体も、それぞれその面からの
活動をしようという気構えを持っておられると聞いていますし、その支援組織にな
っています食生活情報サービスセンターですか、あそこが一生懸命やっておられま
すので、役所の示唆、指導で関係団体が動いていかれるんじゃないかと期待をして
いますけれども。 
○三浦課長 今、黒木委員がおっしゃったような方向で進めております。先ほど申
しましたように、両団体とも本年度立ち上がったところということもあって、この
会議の場で出たような課題については、みんな大体共通の認識として持っておりま
す。どうやったら効果的に消費拡大が進むかということを、いろいろな対策、対応
を考えて取り組んでいくと思いますし、私どもも私どもの立場で支援できること、
それから、食生活情報サービスセンターを通じての取組の支援といった、様々な形
での支援というのを、これからも積極的にやっていく必要があると思っておりま
す。 
○石黒委員 文部科学省は、給食という言葉は直せませんという話でしたが、多
分、食育というより食教育というふうに言っていただきたいというふうに思ってお
られると思うんですよ、食教育と。 
○吉田委員 食教育推進と言ってほしいと。 
○黒木委員 私、シンポジウムを聞いていまして、受け売りなんですが、明治時代
には、体育と並んで食育という言葉がちゃんとあったそうです。それが、体育とい
うのは残ったけれども、食育という言葉は消えました。ただ、明治時代は間違いな
くちゃんとした言葉でありましたんですよということをシンポジウムである講師の
方が言われまして、ただ、印象的には食育という言葉も少しずつ市民権を回復して
きつつあるんじゃないかという希望的感想を入れながらの感じを持っておりますけ
れども。違和感がだんだんと少なくなってきたんじゃないでしょうか。 
○坂野審議官 ちょっと、お話ししますと、たまたま吉田先生が出ておられる会議
ですけれども、実は、野菜は野菜だけでということではなく果物を含めてですね、
青果物トータルでそういう野菜、果物を食べましょう、健康にいいですよという会
議をやっていまして、その会議の座長に国立がんセンター総長の垣添先生にお願い
したわけです。そういう会議で、学校の教育関係者の校長先生を呼ぶとか、給食の
そういう関係者ですか、いろいろな方を呼ぶと、最初、やっぱりそういうことが出
てくるわけですね。最初のうちは、多少出ますが、それは多分、いろいろな意見が
出るというのはやっぱり新しいことを始めるときの仕方がない話ですので、いろい
ろと意見の一致を見て大いに進めるという中で今の御紹介の方々の御発言が出たと
いうことを紹介させていただきます。 
 また、垣添先生が最初に言われたのは、従来の医学というのは治療医学が中心だ
ったけれども、これからの医学は予防医学だと。そうすると、予防医学のためには
食生活だと。正しい食生活を推進するということが非常に大切だと言われ、食生活
の改善を推進する会議ということで、座長をお引き受けいただいたわけです。 
○藤島座長 今日は、長い時間にわたっていろいろとありがとうございました。 
 特に、まだこのことだけはという点がございましたらお話しいただきたいと思い
ますがいかがでしょうか。 
 特段の御意見がなければ、今日は貴重なご意見と、そして重要な課題の御指摘も
いただきましてどうもありがとうございました。この御意見につきましては、平成
19年度の指定野菜の需要及び供給の見通しの策定や、今後の野菜行政の推進に生か
させていただきたいというふうに考えております。 
 なお、本日の議事要旨につきましては、事務局で取りまとめ、各委員の御了解を
得た上で後日公開することにしたいというふうに考えております。 
 また、本日の配付資料につきましては、事務局で速報版の簡単な議事概要を作成
していただき、合わせて公開することとし、内容については座長である私と事務局
で調整することにしたいというふうに考えております。このような取扱でよろしい
でしょうか。 
       （「異議なし」の声あり。） 
 それでは、そのように取り扱わせていただきます。 
 そのほか、事務局から何かございますでしょうか。 
○三浦課長 特にございません。 
○藤島座長 それでは、平成19年度の指定野菜の需要及び供給の見通しについての
検討を終了させていただきます。 



 これをもちまして、座長の任務を降ろさせていただきます。どうもありがとうご
ざいました。 
 
［閉会］ 
○加納調整官 本日は長時間ご検討いただきましてありがとうございました。 
 これをもちまして、指定野菜需給見通し検討会議を閉会させていただきます。 
 どうもありがとうございました。


